
●覚醒剤原料の事故・廃棄手続き
（病院・診療所の場合）
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※病院等への返却は、当該病院等が処
方・交付した覚醒剤原料に限ります。
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調剤済覚原譲受届
　＋調剤済覚原廃棄届

残り分
患者が残り分を持
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調剤済覚原譲受届
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調剤中の汚染、誤調剤等 回収可

（注釈）

※１ 「調剤済覚原譲受届」の提出は不要

※２ 「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届」及び

「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届」をここ

では、「調剤済覚原譲受届」及び「調剤済覚原廃棄届」という。

※３ 患者の容体により、患者同意の下、病棟等で管理することは可能


